
    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

４．見直しの結果 

【保全協定締結対象区域】１４地区で計８１．１ha とする。 

【対象地区】 

 小山地区、下大和田（猿橋）地区、金光院地区の３地区において、区域の拡大を行う。金親地区におい

て、区域の縮小を行う。大百池地区は谷津田等保全地区から除外する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉市谷津田の自然の保全施策指針に基づく「谷津田の保全と活用の推進事業」 

保全と活用に関する事業の進め方について（H30年度見直し）
について 
１．谷津田保全事業とは 

千葉市の原風景である谷津田の自然は、水田や雑木林等における農的な営みとともに育まれ、自然の多様

な生態系や自然的景観を残してきたが、農林業の衰退に伴う耕作放棄等により、谷津田の荒廃が進んできた。 

そこで、平成１５年７月に「千葉市谷津田の自然の保全施策指針」を策定し、市内６３箇所の谷津田から

２５地区の保全対象モデル候補地※用語１を選定した。そのうち１５地区は「千葉市谷津田の自然の保全に関す

る要綱」（以下「要綱等」という。）等に基づき、谷津田等保全地区※用語２として土地所有者と保全協定を締結

し、保全を推進してきたところである。また、平成２３年度の「谷津田の保全事業の見直し」により、１５

地区のうち７地区を優先地区※用語３とし、さらに、平成２７年度には、「再見直し」により３地区を追加し１

０地区を優先地区とした。 

令和７年３月現在、１４地区、計６４．９ha で保全協定を締結するとともに、市民団体を含めた活動協定

を５地区、７団体と締結し、保全と活用を推進している。 

2025/3/31時点 

２．課題 

（１）一部の谷津田において、宅地開発が進み土地が改変されている。 

（２）保全協定締結対象区域※用語４隣接地において、自然再生に向けた市民活動等が積極的に行われている区

域がある。 

（３）新たに地役権が設定されたこと等の理由により保全協定の締結が行うことができない土地が発生して

おり、改めて保全協定締結対象区域の確認を行う必要がある。 

３．事業の進め方の見直し 

「事業の進め方」を見直すため、平成３０年度に谷津田の現況調査を実施し、谷津田等保全１５地区について各地区の“保

全協定締結対象区域を整理”した。 

（１）谷津田等保全地区の見直し 

 大規模な宅地開発により谷津田の機能が失われ、自然再生が見込めない地区について、谷津田等保全地区から徐外した。 

（２）保全協定締結対象区域の整理 

 以下の考え方に基づき、保全協定締結対象区域の整理を行った。 

 ア 保全協定締結対象区域隣接地で、谷津田の景観や生態系の保全に資するものについて、保全協定締結対象区域に加

えた。 

 イ 宅地開発等により一部が開発された土地については、保全協定締結対象区域から徐外した。 

 ウ 地役権設定地や開発事業者所有地等の理由により保全協定締結対象区域から徐外している区域の時点修正を行っ

た。 

５．今後の事業の進め方について 

今後も、谷津田の自然の重要性に対する普及啓発により、土地所有者の理解とともに、

ボランティア活動の促進等のため定期的な見直しを実施しつつ、より効果的な保全と活用

を推進していく。 

 

【優先１０地区】 

●各地区の保全協定締結対象区域において、優先的に保全協定の締結を図り保全を行う。 

●市民団体等との活動協定の締結を進め、場の活用を推進する。 

 

【優先地区以外】 

●保全協定締結地の現況把握に努め、荒廃した谷津田については、保全対策に向けた取

組みを検討しつつ、保全協定締結対象区域の見直しも検討する。 

＜用語＞  １ 保全対象モデル候補地：指針により、市内６３箇所の谷津田のうち自然的条件・社会的条件を勘案して保全の対象と設定したモデル地区（平成３０年度事業見直しにおいて２４地区） 

２ 谷 津 田 等 保 全 地区：要綱等に基づき土地所有者と保全協定を締結することにより保全を図る地区（平成３０年度事業見直しにおいて１４地区） 

３ 優 先 地 区：要綱等により保全を図る１４地区のうち、保全協定の締結や自然再生等の活用を優先的に実施する地区（１０地区） 

４ 保全協定締結対象区域：谷津田等保全地区において保全協定の締結を目指す区域（平成３０年度事業見直しにおいて８０．２ｈａ） 


